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勧
告
で
は
、月
例
給
に
関
し
て

官
民
較
差
が
△
19
円（
△
０・
00

％
）と
極
め
て
小
さ
く
改
定
が
困

難
と
判
断
さ
れ
俸
給
表
の
改
定

は
見
送
ら
れ
た
。一
方
、一
時
金
は

官
民
較
差
が
△
０・13 

月
と
な
り
、

そ
の
較
差
を
解
消
す
る
た
め
支

給
月
数（
期
末
手
当
）を
０・
15

月
引
き
下
げ
る
と
し
た（
平
均

年
収
△
6・2
万
円
）。２
年
連
続

で
の一
時
金
削
減
は
コ
ロ
ナ
禍
で

奮
闘
す
る
職
員
の
思
い
や
生
活

水
準
の
維
持
向
上
を
求
め
た
私

た
ち
の
要
求
か
ら
か
け
離
れ
る

結
果
と
な
っ
た
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男
性
職
員
の
育
児
促
進
の
観

点
か
ら
、「
国
家
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
改
正
の

意
見
申
出
」を
行
っ
た
。育
児
休

業
を
原
則
２
回
ま
で
取
得
可
能

（
現
行
１
回
）と
し
、育
児
参
加
の

た
め
の
休
暇
の
対
象
期
間
を
子
が

１
歳
に
達
す
る
日
ま
で
拡
大（
現

　

人
事
院
は
８
月
10 
日
、
内
閣
及
び
国
会
に
対
し
て
国
家
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
を
行
っ
た
。
月
例
給
は
国
家
公
務
員
の

給
与
が
民
間
の
賃
金
を
上
回
る
も
の
の
官
民
較
差
が
極
め
て
小
さ
い
こ
と
か
ら
俸
給
表
の
改
定
を
見
送
り
、
一
時
金
に
関
し
て
は

民
間
の
支
給
状
況
等
を
踏
ま
え
0
・
15 
月
引
き
下
げ
る
等
の
内
容
。
報
告
で
は
「
育
児
等
と
仕
事
の
両
立
支
援
」
と
し
て
、
育
児

休
業
取
得
緩
和
、
不
妊
治
療
休
暇
新
設
、
非
常
勤
職
員
の
産
前
・
産
後
休
暇
の
有
給
化
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

行
産
後
８
週
間
）す
る
こ
と
を

示
し
た
。

　

不
妊
治
療
の
た
め
の
特
別
休

暇
が
新
設
さ
れ
る
。１
年
に
つ
き

５
日（
体
外
受
精
等
頻
繁
な
通

院
が
必
要
な
治
療
を
受
け
る
際

は
更
に
５
日
加
算
）、取
得
単
位

は
１
日
又
は
１
時
間
と
な
る
。

　

非
常
勤
職
員
に
関
し
、産
前・

産
後
休
暇
の
有
給
化
等
、両
立

支
援
策
の
拡
充
に
も
言
及
し
た
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こ
れ
ら
は
公
務
員
連
絡
会
の

長
年
の
要
求
が
実
現
し
た
形
だ

が
、今
後
の
交
渉
が
重
要
だ
。自

治
体
首
長
の
イ
ク
ボ
ス
宣
言
も

増
え
て
い
る
が
、子
育
て
支
援
策

の
充
実
な
ど
課
題
も
多
い
。実
効

性
あ
る
両
立
支
援
策
の
確
立
に

む
け
確
定
闘
争
に
全
力
を
あ
げ

よ
う
。

　
「
公
務
員
人
事
管
理
に
関
す

る
報
告
」で
は「
超
勤
手
当
の
適

正
な
支
給
」への
指
導
、「
業
務
量

に
応
じ
た
要
員
確
保
」を
改
め

て
指
摘
す
る
と
し
、「
勤
務
時
間

イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
確
保
」の
検
討

な
ど
を
掲
げ
た
。県
本
部・単
組

は
働
き
や
す
い
職
場
環
境
の
実

現
に
む
け
、交
渉
を
強
化
す
る
。

令和３年度　期末手当
勤勉手当

４年度　期末手当
　　以降　　勤勉手当

1.275月 　（支給済み）
0.95月　 （支給済み）

 1.20 月
 0.95 月

1.125月（現行1.275月）
0.95月　 （改定なし）

 1.20 月
 0.95 月

６月期 12月期

令和３年度　期末手当
勤勉手当

４年度　期末手当
　　以降　　勤勉手当

0.725月 　（支給済み）
0.45月　 （支給済み）

0.675月
　0.45月

0.625月（現行0.725月）
0.45月　 （改定なし）

0.675月
　0.45月

６月期 12月期

一時金引き下げ0.15月
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2021人事院勧告にかかる自治労岩手県本部声明

　人事院は８月10日、本年の月例給の官民較差が△0.00％・△19円と極めて小さいことから俸給
表の改定を見送り、一時金については0.15月引き下げ、4.30月とする給与勧告・報告を行った。あ
わせて、不妊治療のための特別休暇の新設などの報告、改正育児・介護休業法を踏まえ、国家公
務員に同様の措置を行うとする意見の申出を行った。
　2021人勧期闘争にあたって自治労・公務員連絡会は、コロナ禍で改めて明らかになった公共サービ
スの必要性を踏まえ、それを担う職員の生活を守る賃金水準の維持と労働条件の改善に向け、
2021人勧期統一署名（506,074筆集約）に取り組みながら、粘り強く交渉を進めてきた。県本部に
おいても全単組で人勧期統一署名に取り組み（県本部3,800筆集約）、交渉状況を共有するなどす
べての組合員の結集をはかり取り組みを進めてきた。
　昨年に続き月例給の改定を行わないとしたことは客観的な官民比較に基づくものと受け止める
一方で、一時金が昨年に続き引き下げとなったことは、官民比較に基づくものとはいえ、コロナ
禍で住民の生命と生活を守るために懸命に奮闘している組合員の実態を踏まえると残念と言わざ
るを得ない。国が強く求めてきた人事評価と照らしたとしても不十分な判断である。さらに支給
月数の引き下げ分を全て期末手当から差し引くとしたことは、自治体の会計年度任用職員には勤
勉手当が支給されていない実態を踏まえると極めて不満が残る。
　公務員人事管理に関する報告で、有給とする不妊治療休暇の新設がはかられたことは評価でき
るものの、取得期間（原則５日間）については今後の課題である。意見の申出では、育児休業の
取得回数を２回までとすること等の法改正について言及したが、改正育児・介護休業法を踏まえ
れば当然のことであり、2022年４月からの施行に向けて必要な法改正の実施と自治体においては
条例改正など早急な対応が求められる。
　また、非常勤職員の休暇等については、これらの改正に加え、育児休業取得要件の緩和、配偶
者出産休暇および育児参加のための休暇の新設（有給）、産前・産後休暇の有給化がはかられた
ことは一歩前進であるが、常勤職員との均衡の観点では、引き続き有給休暇の拡大等、休暇制度
の改善が必要である。
　今後、県人事委員会勧告にむけたたたかいに移行する。コロナ禍において奮闘する自治体関連
職場の労働者の想いを県人事委員会が受け止め、具体的に改善策が示されるよう取り組みを強化
する。地域公共サービスに従事するすべての労働者の生活を守り、公共サービスの充実をはかる
ため、県人事委員会闘争、2021確定闘争、現業・公企統一闘争の前進に向け、組織の全力を挙げ
て取り組む。

　　２０２１年８月１０日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治労岩手県本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行委員長　伊藤　裕一

給 与 勧 告 の 骨 子
○　本年の給与勧告のポイント
　～ 月例給は改定なし、ボーナスを引下げ（△0.15月分） ～

　３　その他の取組
⑴　非常勤職員の給与
　　本年７月、期末手当・勤勉手当に相当する給与について、非常勤職員の給与
に関する指針を改正。早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう、各
府省を指導
⑵　育児休業制度の改正に併せた期末手当・勤勉手当の取扱い
　　意見の申出に併せ、期末手当・勤勉手当の在職期間等の算定に当たり、子の
出生後８週間以内における育児休業の期間と、それ以外の育児休業の期間は合
算しないよう措置
⑶　テレワーク（在宅勤務）に関する給与面での対応
　　公務におけるテレワークの実態や経費負担の状況の把握、既に在宅勤務手当
を導入した企業に対するヒアリングの実施などを通じ、引き続き研究

　４　今後の給与制度見直しに向けた検討
　定年の段階的引上げに係る改正法の成立を受け、能力・実績を的確に反映させ
つつ60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、人事評価制度の改正を踏
まえた昇格、昇給等の基準の整備を始めとして、順次取組

※育児休業等の改善、不妊治療休暇等の創設等に係る意見申出の概要は、裏面に掲載

　１　民間給与との比較
約11,800民間事業所の約45万人の個人別給与を調査（完了率82.7％）

＜月例給＞
　　公務と民間の４月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、勤
務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較
　○　民間給与との較差　　△ 19円（0.00％）
　〔行政職俸給表（一）適用職員…現行給与 407,153円、平均年齢 43.0歳〕
＜ボーナス＞
　　昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公
務の年間の支給月数を比較
　○　民間の支給割合　 4.32月〔公務の支給月数　4.45月〕

　２　給与改定の内容と考え方
＜月例給＞
　　民間給与との較差が極めて小さく、俸給表及び諸手当の適切な改定が困難で
あることから、月例給の改定は行わない
＜ボーナス＞
　　民間の支給割合との均衡を図るための引下げ4.45月分→4.30月分
（△0.15月）
　　民間の支給状況等を踏まえ、期末手当の支給月数に反映

　 （一般の職員の場合の支給月数）△0.15月（期末手当）

　 （再任用職員の場合の支給月数）△0.10月（期末手当）

　　〔実施時期〕　法律の公布日



行政職給料表

※表中「①国人勧」は2019年８月7日に人事院勧告で示され現在国家公務員に適用されている給与月額である。「②県人勧（2019.4～）」は2019年10月7日に岩手県人事委員会勧告で示され現在岩手県職員に適用されている給与月額である。国は行政職一表棒給表である。

国家公務員の育児休業等に関する法律の改正についての意見の申出の骨子
１　育児休業の取得回数制限の緩和…Ｃ
育児休業を原則２回まで（現行：原則１回まで）取得可能とする
　この原則２回までとは別に、子の出生後８週間以内に育児休業を２回まで（現
行：１回まで）取得可能とする

２　妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のために一体的に講じる休暇・休業等に関
　する措置

　⑴民間育児・介護休業法の改正内容を踏まえた措置
ア　子の出生後８週間以内の育児休業について請求期限を２週間前まで（現行：
１月前まで）に短縮…Ｃ

イ　アのほか、非常勤職員について次の措置
　①　育児休業・介護休暇の取得要件のうち、１年以上の在職期間の要件を廃止…Ｂ
　②　子の出生後８週間以内の育児休業の取得要件を緩和…Ｃ
　③　子が１歳以降の育児休業の取得の柔軟化…Ｃ

　⑵⑴のほか、妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援のための措置
ア　不妊治療のための休暇（原則年５日、頻繁な通院を要する場合は５日加算）
を新設（有給）…Ａ

イ　育児参加のための休暇の対象期間を子が１歳に達する日まで（現行：産後８
週間を経過する日まで）に拡大…Ｃ

ウ　ア及びイのほか、非常勤職員について次の措置
　①　育児時間・介護時間の取得要件のうち、１年以上の在職期間の要件を廃止
　子の看護休暇・短期介護休暇の取得要件のうち、６月以上の継続勤務の要
件を緩和…Ｂ

　②　配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の新設（有給）…Ａ
　③　産前休暇・産後休暇の有給化…Ａ
エ　期末手当・勤勉手当における在職期間等の算定に当たっては、子の出生後８
週間以内における育児休業の期間と、それ以外の育児休業の期間は合算しない
こととする…Ｃ

【実施時期】
　Ａ：2022年１月１日　Ｂ：2022年４月１日
　Ｃ：民間育児・介護休業法の改正事項のうち育児休業の分割取得等に係る施行日（公
　　　布（公布日：2021年６月９日）後１年６月を超えない範囲内で政令で定める日）
　　　に遅れず実施


